
16

製
造
事
業
所
の
皆
様
へ

経
済
産
業
省
で
は
、
工
業
統
計
調
査
を
平
成
17
年

12
月
31
日
現
在
で
実
施
し
ま
す
。

調
査
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
本
年
12
月
か
ら
来

年
１
月
に
か
け
て
調
査
員
が
お
伺
い
し
ま
す
。

な
お
、
調
査
票
に
記
入
し
て
い
た
だ
い
た
内
容
に

つ
い
て
は
、
統
計
法
に
基
づ
き
秘
密
が
厳
守
さ
れ
ま

す
の
で
、
正
確
な
ご
記
入
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

※
お
問
い
合
わ
せ
は

総
務
課
統
計
係
　

53
―
１
１
１
１

「
裁
定
請
求
書
（
年
金
の
請
求
書
）」
の

事
前
送
付
を
始
め
ま
し
た

年
金
を
請
求
さ
れ
る
方
の
利
便
性
の
向
上
と
裁
定

請
求
漏
れ
を
防
ぐ
た
め
、
年
金
の
受
給
年
齢
を
迎
え

る
方
に
、
年
金
加
入
記
録
等
を
印
字
し
た
「
裁
定
請

求
書
（
年
金
の
請
求
書
）」
な
ど
を
送
付
し
て
い
ま
す
。

昭
和
21
年
１
月
２
日
以
降
生
ま
れ
の
方

①
60
歳
に
特
別
支
給
の
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
が

発
生
す
る
方
に
は
、
60
歳
に
到
達
す
る
３
ヶ
月
前

に
「
裁
定
請
求
書
」
を
送
付
し
ま
す
。

②
65
歳
か
ら
受
給
権
が
発
生
す
る
方
と
受
給
資
格
が

確
認
で
き
な
い
方
に
つ
い
て
は
、
60
歳
に
到
達
す

る
３
ヶ
月
前
に
「
年
金
に
関
す
る
お
知
ら
せ
」
を

送
付
し
ま
す
。

昭
和
16
年
1
月
2
日
以
降
生
ま
れ
の
方

65
歳
に
受
給
権
が
発
生
す
る
方
と
、
60
〜
64
歳
ま

で
の
間
に
受
給
権
が
発
生
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
ま
だ
裁
定
さ
れ
て
い
な
い
方
は
、
65
歳
に
到
達
す

る
３
ヶ
月
前
に
「
裁
定
請
求
書
」
を
送
付
し
ま
す
。

※
お
問
い
合
わ
せ
は

社
会
保
険
事
務
所
　

53
―
６
５
１
１
ま
た
は

年
金
ダ
イ
ヤ
ル
　

０
５
７
０
―
０
５
―
１
１
６
５

融
資
保
証
金
詐
欺
に
ご
注
意
！

新
手
の
融
資
話
を
ハ
ガ
キ
や
チ
ラ
シ
で
宣
伝
し
、

申
し
込
ん
だ
人
か
ら
保
証
金
・
預
か
り
金
の
名
目
で

お
金
を
振
り
込
ま
せ
る
手
口
が
増
え
て
い
ま
す
。

七
尾
署
管
内
で
も
本
年
１
〜
８
月
ま
で
の
間
に
13

件
約
８
１
６
万
円
の
被
害
が
出
て
い
ま
す
。
（
県
内

は
、
97
件
６，

３
４
１
万
円
）
騙
さ
れ
な
い
た
め
に
、

次
の
点
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
！

①
保
証
人
・
担
保
・
来
店
が
不
要
な
ど
、
一
見
手
軽

そ
う
な
融
資
話
が
書
か
れ
た
広
告
・
ハ
ガ
キ
に
は

十
分
注
意
す
る
。

②
融
資
を
受
け
る
前
や
受
け
る
際
に
「
保
証
金
」
等

の
名
目
で
送
金
を
指
示
さ
れ
た
ら
、
「
詐
欺
」
と

疑
っ
て
み
る
。

③
現
金
の
要
求
に
対
し
て
は
、
安
易
に
「
そ
の
日
に

振
り
込
む
な
」「
１
人
で
振
り
込
む
な
」
を
厳
守
。

④
早
急
な
現
金
要
求
、
県
外
口
座
へ
の
振
り
込
み
要

求
、
Ａ
Ｔ
Ｍ
で
の
振
り
込
み
要
求
な
ど
の

不
審

な
電
話

を
受
け
た
場
合
は
、警
察
に
相
談
す
る
。

※
お
問
い
合
わ
せ
は

七
尾
警
察
署
　

53
―
４
１
４
１

老
人
医
療
受
給
対
象
者
へ
届
出
の
お
願
い

○
保
険
証
が
変
わ
っ
た
と
き

本
人
あ
る
い
は
扶
養
し
て
い
る
方
の
転
職
や
退
職

及
び
市
町
村
合
併
な
ど
で
保
険
証
が
変
わ
っ
た
場
合

（
記
号
番
号
の
変
更
を
含
む
）
は
、
14
日
以
内
に
届

出
が
必
要
で
す
。

届
出
に
必
要
な
も
の

老
人
医
療
受
給
者
証
・
保
険
証
・
印
鑑

※
届
け
出
先
・
お
問
い
合
わ
せ
は

保
険
課
老
人
医
療
係
　

53
―
８
４
２
０

各
支
所
　
民
生
課

道
路
の
除
雪
作
業
に
ご
協
力
を
！

い
よ
い
よ
冬
が
到
来
し
ま
し
た
。
雪
が
降
っ
て
か

ら
慌
て
な
い
よ
う
に
日
頃
か
ら
備
え
を
し
て
お
き
ま

し
ょ
う
。
除
雪
作
業
を
ス
ム
ー
ズ
に
行
う
た
め
に
、

次
の
こ
と
に
つ
い
て
み
な
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

①
路
上
駐
車
は
除
雪
の
大
敵
！

②
除
雪
車
が
通
れ
な
い
生
活
道
路
や
通
学
路
の
除
雪

は
み
な
さ
ん
の
手
で
！

③
道
路
に
は
雪
を
出
さ
な
い
で
！

④
除
雪
作
業
中
は
十
分
に
気
を
つ
け
て
！

⑤
消
火
栓
・
防
火
水
槽
の
確
保
を
！

⑥
電
気
・
電
話
線
が
切
断
し
て
い
た
ら
、
触
れ
ず
に

す
ぐ
に
通
報
！

⑦
除
雪
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
は
町
・
区
会
を
通
じ

て
連
絡
を
！

※
お
問
い
合
わ
せ
は

雪
害
に
関
す
る
こ
と

生
活
安
全
課
　
　
　
　
　
　

53
―
８
４
６
８

道
路
の
除
雪
に
関
す
る
こ
と

維
持
管
理
課
　
　
　
　
　
　

68
―
６
６
１
６

維
持
管
理
課
七
尾
分
室
　
　

53
―
８
４
２
６

田
鶴
浜
支
所
産
業
建
設
課
　

68
―
６
６
１
５

中
島
支
所
産
業
建
設
課
　
　

66
―
２
３
４
０

能
登
島
支
所
産
業
建
設
課
　

84
―
１
１
１
２

中
能
登
土
木
事
務
所
　
　
　

52
―
５
１
０
０

電
気
・
電
話
線
に
関
す
る
こ
と

電
気
　
北
陸
電
力
㈱
　

０
１
２
０
―
７
７
６
―
４
５
３

電
話
　
Ｎ
Ｔ
Ｔ
㈱
金
沢
支
店

０
７
６
―
２
２
０
―
４
０
６
５
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